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北九州市告示第２００号 

 区役所における証明書発行手数料等の納付について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により指定納付受託者を指

定したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

指 定 納 付 受 託 者 
指定をした日 指 定 期 間 

名   称 住   所 

Ｊペイメントサ

ービス株式会社 

福岡市博多区博

多駅前四丁目３

番１８号 

令和８年４月１

日 

令和８年４月１

日から令和９年

３月３１日まで 
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北九州市告示第２０１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、駐車料金の徴収に関する事務について指定公金事務取扱者を指定し、公金事

務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

施 設 の 名

称 

指定公金事務取扱者 指定 公金

事務 取扱

者と して

指定 した

日 

指定公 金

事務取 扱

者に公 金

事務を 委

託した日 

 委託期間 

 名称  住所 

北 九 州 市

営 勝 山 公

園 地 下 駐

車 場 

小倉都心

部パーキ

ングマネ

ジメント

共同事業

体 代表

者 第一

警備保障

株式会社 

北九州 市

戸畑区 川

代二丁 目

１番２号 

令和 ８年

４月 １日 

令和８ 年

４月１日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで 

北 九 州 市

営 天 神 島

駐 車 場 

北 九 州 市

営 黒 崎 駅

西 駐 車 場 

公益社団

法人北九

州市シル

バー人材

センター 

北九州 市

小倉北 区

片野新 町

一丁目 １

番６号 
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北九州市告示第２０２号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和８年４月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市若松区赤岩町１番１０、１番１１及び２番２の各一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  砒
ひ

素及びその化合物 
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